
し
入
れ
た
場
合
は
基
地
内
へ
の
立
ち
入
り

を
円
滑
に
行
え
る
よ
う
日
米
地
位
協
定
に

明
記
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
２
）
刑
事
裁
判
権
の
問
題
〔
17
条
〕

米
軍
人
、
軍
属
が
起
こ
し
た
公
務
外
の

事
件
・
事
故
で
は
、起
訴
さ
れ
る
ま
で
は
、

そ
の
身
柄
は
米
側
で
確
保
す
る
こ
と
が
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、「
殺
人
、

強
姦
と
い
う
凶
悪
な
特
定
の
犯
罪
の
場

合
」
に
は
、
起
訴
前
の
身
柄
の
引
き
渡
し

に
つ
い
て
米
国
は
「
好
意
的
考
慮
」
を
払

う
こ
と
（
運
用
の
改
善
）
が
日
米
合
同
委

員
会
合
意
で
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、「
特
定
の
犯
罪
の
場
合
」
の

定
義
が
不
明
で
、
判
断
が
米
国
側
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
起
訴
前
の

身
柄
引
き
渡
し
が
出
来
な
か
っ
た
事
例
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
日
米
間
の
協
議
の
内

容
が
公
表
さ
れ
な
い
こ
と
等
か
ら
、
県
民

の
不
満
、不
公
平
感
を
助
長
し
て
い
ま
す
。

迅
速
か
つ
適
切
な
措
置
を
執
る
た
め

に
、
起
訴
前
の
身
柄
引
き
渡
し
を
、
日
米

日
米
地
位
協
定
の
見
直
し
に
つ
い
て

は
、
政
府
は
一
貫
し
て
「
運
用
改
善
に
よ

り
機
敏
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
合
理
的

で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
が
十
分
効
果
的
で

な
い
場
合
に
は
、
日
米
地
位
協
定
の
改
正

も
視
野
に
い
れ
て
い
く
」
と
の
姿
勢
を
取

っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
県
と
し
て
は
、
左
記
の
理
由

な
ど
か
ら
現
行
の
日
米
地
位
協
定
の
運
用

改
善
で
は
限
界
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
り
、
同
協
定
の
抜
本
的
見
直
し
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
１
）
米
軍
施
設
・
区
域
の
管
理
権
な
ど

に
関
す
る
問
題
〔
３
条
〕

基
地
内
で
事
件
・
事
故
が
発
生
し
た
場

合
、
自
治
体
の
関
係
者
等
が
確
認
や
調
査

の
た
め
に
緊
急
に
立
ち
入
り
が
必
要
と
考

え
た
場
合
で
も
、
立
ち
入
り
の
手
続
き
に

時
間
が
か
か
っ
た
り
、
立
ち
入
り
が
拒
否

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
手
続
き
の
簡
素

化
を
含
め
、
自
治
体
等
が
立
ち
入
り
を
申
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７月５日、モノレール開業を記念し
たシンポジウムが、「ゆいレールへの
期待」をテーマに、那覇市のパレット
市民劇場で開催された。異文化コミュ
ニケーターのマリ・クリスティーヌさ
んが「モノレール駅を中心に発展する
夢の街づくり」と題し講演。引き続き
行われたパネルディスカッションで
は、４人のパネリストたちが、屋上緑
化や駅周辺活性化への取り組み、観光
への明るい展望など、それぞれの立場
から提言や意見を出し合った。
また、来場者からのアンケートの一
部も紹介され、ゆいレールに対する期
待や要望など様々な声が寄せられた。

「仕事で利用したい。また、小
さい子供を連れて車を運転し、買
い物や用事をするのは大変。これ
からはモノレールでとても楽にな
り、子供を連れて公園へ行くとか、
行動範囲が広がりそう。」

「今まで地上から見ていた景色が、
これからはモノレールという上か
らの景色に変わり、今から楽しみ
です。また、『ゆいレール』の“ゆ
い”が沖縄らしく、他府県にはな
い軌道交通だと感じました。」

モノレール開通を機に、各駅周辺の商店街や通り会などが中心となって、地域活
性化への取り組みが進む中、一からスタートを切る地域がある。儀保在住の金城英
輝さんは現在、他の各駅同様、モノレールを地域の活性化へつなげようと、「首里
儀保駅スー路

ジ

小
グヮー

の会（仮称）」を設立。駅周辺住民の新たな交流が生まれている。
「儀保駅から首里城の間を網の目のように通る、生活と歴史がたたずむスー路小
を、さらに魅力あるゾーンにして、観光客や日頃首里へ縁のない人たちも呼び込み、
地域の活性化を図りたい」と意欲を語る。「モノレール開通をきっかけに、改めて
自分たちの地域のおもしろさや良さを再認識した。これからは地域全体で大切にし
ながら、まちの活性化に取り組んでゆきたい」と目を輝かせた。

日米地位協定の問題を全国民的課題として、

見直しを求める機運を盛り上げるため、県

では「全国行動プラン」を進めています。

新聞・テレビでも話題になる、この日米地

位協定の問題点は何か、そして最近の動き

をご紹介します。

円内は基調講演のマリ・クリスティーヌさん

岐阜県で開催された全国知事会議（写真上下）



が
な
く
、
日
本
側
が
調
査
や
除
去
を
行
っ

て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

基
地
と
隣
り
合
わ
せ
の
生
活
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
県
民
に
と
っ
て
、
基
地
に

関
わ
る
環
境
問
題
は
、
生
命
と
安
全
に
直

結
す
る
重
大
な
問
題
で
す
。
根
本
的
な
解

決
を
図
る
た
め
に
は
、
日
米
地
位
協
定
に

環
境
条
項
を
設
け
、
日
本
国
内
法
を
適
用

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

（
５
）
課
税
免
除
の
問
題
〔
13
条
〕

米
軍
人
等
の
私
有
車
両
に
対
す
る
自
動

車
税
の
税
率
は
、
私
た
ち
日
本
国
民
と
比

べ
著
し
く
低
い
税
率
（
五
分
の
一
以
下
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。
自
治
体
の
税
収
確
保

が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
昨
今
、
税

の
公
平
負
担
と
自
治
体
の
自
主
財
源
の
充

実
を
図
る
た
め
に
も
、
同
じ
税
率
で
の
課

税
を
日
米
地
位
協
定
で
明
記
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

地
位
協
定
で
明
確
に
定
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

（
３
）
被
害
者
補
償
の
問
題
〔
18
条
〕

米
軍
人
等
に
よ
る
公
務
外
の
事
故
の
場

合
、
加
害
者
の
個
人
補
償
が
原
則
と
さ
れ

て
い
る
た
め
、
被
害
者
側
か
ら
訴
訟
提
起

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
、
被
害
者
に

負
担
を
強
い
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

一
部
運
用
の
改
善
が
と
ら
れ
て
は
い
ま
す

が
、
被
害
者
が
補
償
を
受
け
る
権
利
を
、

日
米
地
位
協
定
の
上
で
明
確
に
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

（
４
）
環
境
条
項
の
問
題
〔
条
文
な
し
〕

日
米
地
位
協
定
に
は
環
境
に
関
す
る
条

項
が
な
く
、
米
国
は
、
基
地
の
返
還
予
定

地
に
つ
い
て
の
原
状
回
復
義
務
が
免
除
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
返
還
跡
地
か
ら

Ｐ
Ｃ
Ｂ
等
の
有
害
物
質
が
発
見
さ
れ
て

も
、
米
国
側
に
は
こ
れ
を
処
理
す
る
義
務
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関　連　年　表

H13.7月 衆議院外務委員会（決議）

H13.7月 全国都道府県議会議長会（決議）

H14.3月 衆参両院の沖縄・北方問題特別委

員会（決議）

H14.7月 全国知事会議（決議）

H14.8月 日本弁護士連合会（決議）

H15.4月 日本青年会議所（沖縄宣言）

H15.5月 自民党有志105名で構成する議員

連盟「地位協定の改定を実現し、

真のパートナーシップを実現する

会」総会（改正案を決定）

H15.6月 全日本自治団体労働組合の全県

本部・単組（取り組み決定）

H15.7月 衆議院沖縄・北方問題特別委員

会（決議）

H15.7月 日本労働組合総連合会（取り組

み予定）

H15.7/ 9 東京都議会（意見書可決）

H15.7/11 長崎県議会（意見書可決）

H15.7/11 神奈川県議会（意見書可決）

H15.7/17 全国知事会議（決議）

衆
議
院
外
務
委
員
会
、
全
国
知
事
会
、

全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
、
日
本
弁
護

士
会
等
で
の
決
議
や
日
本
青
年
会
議
所
、

全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合
な
ど
で
全
国

的
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
る
等
、
日
米
地

位
協
定
見
直
し
の
機
運
は
全
国
的
に
高
ま

っ
て
い
ま
す
。

県
は
今
、
知
事
が
米
軍
基
地
の
あ
る
都

道
府
県
な
ど
を
訪
れ
、
日
米
地
位
協
定
の

抜
本
的
見
直
し
に
賛
同
し
て
い
た
だ
く
よ

う
働
き
か
け
て
い
ま
す
。こ
れ
を
受
け
て
、

東
京
都
や
長
崎
県
、
神
奈
川
県
の
議
会
で
見

直
し
の
意
見
書
が
可
決
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
七
月
十
三
日
（
日
）
の
全
国
紙

の
朝
刊
に
意
見
広
告
を
掲
載
し
た
と
こ

ろ
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
や
電
話
、
Ｅ
メ
ー
ル
に
よ
る
賛

同
の
声
が
全
国
か
ら
届
い
て
い
ま
す
。

県
と
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
も
各
都
道
府

県
や
各
種
団
体
等
と
連
携
し
、
日
米
地
位

協
定
の
見
直
し
の
実
現
に
向
け
て
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

（
５
）
損
害
賠
償
請
求
権

米
軍
が
公
務
執
行
中
に
起
こ
し
た
事
故
等
で

損
害
を
与
え
た
場
合
、
日
米
両
国
で
分
担
し
て

損
害
賠
償
を
行
い
ま
す
。
米
軍
人
等
が
公
務
外

で
起
こ
し
た
事
故
等
で
損
害
を
与
え
た
場
合

は
、
米
国
が
慰
謝
料
の
支
払
い
を
申
し
出
る
場

合
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
損
害
賠
償
は

加
害
者
当
人
が
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

〔
第
18
条
〕

（
６
）
経
費
負
担

在
日
米
軍
の
維
持
費
の
う
ち
、
提
供
施
設
・

区
域
の
整
備
費
用
は
日
本
側
が
負
担
し
、
そ
の

他
（
提
供
施
設
の
維
持
費
）
は
基
本
的
に
米
国

側
が
負
担
し
ま
す
。〔
第
24
条
〕。

（
し
か
し
現
実
的
に
は
、
日
本
政
府
も
施
設

内
の
労
務
費
、
光
熱
費
等
の
一
部
を
「
思
い
や

り
予
算
」
と
し
て
負
担
し
て
い
ま
す
。）

（
７
）
日
米
合
同
委
員
会

こ
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
日
米
間
の
協
議

機
関
と
し
て
、
日
米
合
同
委
員
会
を
設
置
し
て

い
ま
す
。〔
第
25
条
〕

超
え
る
物
品
の
輸
入
に
は
関
税
が
か
か
り
ま

す
。）〔
第
11
、
12
、
13
条
〕

米
軍
人
・
軍
属
等
が
自
動
車
を
運
転
す
る

際
、
日
本
の
運
転
免
許
証
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

（
米
国
の
免
許
は
必
要
で
す)

〔
第
10
条
〕

（
３
）
米
軍
人
・
軍
属
等
の
国
内
法
の
尊
重

米
軍
及
び
米
軍
人
・
軍
属
等
は
、
日
本
国
の

法
令
を
「
尊
重
」
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

〔
第
16
条
〕

（
４
）
米
軍
人
・
軍
属
等
の
裁
判
権
の
所
在

米
軍
人
が
基
地
の
外
で
起
こ
し
た
事
件
や
事

故
で
あ
っ
て
も
公
務
中
で
あ
れ
ば
裁
判
権
は
米

側
に
あ
り
ま
す
。
公
務
外
の
事
件
・
事
故
で
あ

れ
ば
裁
判
権
は
日
本
側
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
日
本
側
の
裁
判
権
の
対
象
に
な
る

被
疑
者
が
米
側
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
場
合

は
、
日
本
側
が
起
訴
す
る
ま
で
は
身
柄
の
移
転

は
行
わ
な
く
て
も
よ
い
と
し
て
い
ま
す
。〔
第

17
条
〕

（
た
だ
し
、
平
成
７
年
の
日
米
合
同
委
員
会

合
意
に
よ
っ
て
、
殺
人
又
は
強
姦
と
い
う
凶
悪

な
犯
罪
な
ど
特
定
の
場
合
、
日
本
側
の
要
求
が

あ
れ
ば
、
米
国
の
好
意
的
考
慮
に
よ
り
、
引
渡

は
可
能
と
し
て
い
ま
す
。）

（
１
）
提
供
施
設
の
使
用
許
可
等

日
本
は
米
国
に
、
日
米
合
同
委
員
会
（
日
米

地
位
協
定
に
基
づ
く
両
国
の
協
議
の
場
）
で
決

め
ら
れ
た
施
設
や
訓
練
区
域
の
使
用
を
許
可
し

て
い
ま
す
。〔
第
２
条
〕

日
本
の
公
共
の
安
全
に
十
分
注
意
を
払
う
こ

と
を
前
提
と
し
て
、
使
用
を
許
可
さ
れ
た
施

設
・
区
域
（
提
供
施
設
）
の
運
営
や
管
理
な
ど

の
権
利
は
全
て
米
国
が
持
っ
て
い
ま
す
。〔
第

３
条
〕

施
設
の
返
還
に
際
し
て
は
、
米
国
は
原
状
回
復

（
借
り
る
前
の
状
態
に
戻
す
こ
と
）
す
る
必
要
は

な
い
と
し
て
い
ま
す
。〔
第
４
条
〕

（
２
）
日
本
国
の
租
税
等
の
適
用
除
外
等

公
的
な
目
的
で
運
航
さ
れ
る
米
軍
の
船
舶
や

航
空
機
・
自
動
車
は
、
日
本
側
に
通
報
す
れ
ば
、

無
料
で
米
軍
基
地
以
外
の
日
本
の
港
や
飛
行

場
、
高
速
道
路
な
ど
を
使
用
す
る
こ
と
が
出
来

ま
す
。〔
第
５
条
〕

米
軍
人
等
の
出
入
国
に
は
、
日
本
の
旅
券
・

査
証
に
関
す
る
法
律
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
（
た

だ
し
身
分
証
明
書
等
を
持
つ
必
要
が
あ
り
ま

す
）。〔
第
９
条
〕

基
本
的
に
、
米
軍
人
・
軍
属
等
に
関
税
や
税

金
は
課
さ
れ
ま
せ
ん
。（
た
だ
し
、
一
定
量
を

正
確
に
は
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
６
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本

国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
」
と
言
い
、
日
本
に
駐
留
す
る
米
軍
へ
の
施
設
提
供
や
米
軍
施
設
・
区
域
の
使
用
特

権
、
米
軍
人
等
の
権
利
義
務
関
係
な
ど
を
取
り
決
め
た
条
約
で
す
。

日
米
安
全
保
障
条
約
第
６
条
に
基
づ
き
、
四
十
三
年
前
の
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
十
五
年
）
に
日
米
間
で
結
ば
れ
ま
し
た
。

全
28
条
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
お
お
む
ね
左
記
の
と
お
り
で
す
。

松沢神奈川県知事に要請文を手渡す稲嶺知事

山本山梨県知事に要請文を手渡す比嘉副知事

「日米地位協定見直しに対する全国取組み宣言式」日本青年会議所

●問い合わせ：県基地対策室
TEL. (098) 866-2460 
FAX. (098) 869-8979


